
 ⽇吉ダム⽔源地域ビジョン連絡会では、環境に配慮した地域振興活動等の⼀環として、ダム周辺地域の
統⼀清掃活動を、集中期間を設けて⾏っています。⽇吉ダム管理所では１１⽉１６⽇に、職員により、貯
⽔池周辺の清掃活動を⾏いました。回収したゴミは、テレビ、家具、建築物解体廃材、ストーブ、布団、
⾐類、⾷器、⽣活ゴミまで様々で、トラック３台分になりました。

 ゴミの不法投棄は、周辺の景観や環境を悪くする⾏為であり、法律で禁⽌されています。もし違反する
と５年以下の懲役もしくは、１千万円以下の罰⾦となります。実際逮捕された⽅もいます。
 また、不法投棄されたゴミを回収し、廃棄するために、皆さんからいただいた⼤切な税⾦が使われるこ
とも忘れないでください。

 美しい環境を守るため、ゴミの不法投棄は⾏わずに、定められた収集所へと分別して出しましょう。



 みんなのダムをより美しく保つために、ご協⼒よろしくお願い致します。


